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第1章 一般仕様 

1.1 件名 

冷却系機器開発試験用ナトリウム加熱器燃料供給系設備の整備 

 

1.2 目的 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構という）大洗原子力工

学研究所 高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループの冷却系機器開発試験

施設（以下、AtheNaという）において、経済産業省からの受託事業「令和 5年度高速炉

実証炉開発事業」の一部として実施する、冷却系機器開発試験用ナトリウム加熱器燃料

供給系設備の整備を実施するものである。 

 

1.3 契約範囲 

(1)契約範囲内 

 ・ナトリウム加熱器燃料供給系設備の整備作業   一式 

 ・試験検査      一式 

 ・提出図書の作成     一式 

 

(2)契約範囲外 

本仕様書に記載なき事項 

 

1.4 納期 

令和 9年 3月 31 日(水) 

 但し、作業期間については別途原子力機構担当者と打合せのうえ決定する。 

 

1.5 作業実施場所 

茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002 番地 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 

高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ 

 

1.6 検収条件 

第 1.3項に定める契約範囲が完了し、以下の確認をもって検収とする。 

 第 2.3項に定める試験検査の合格 

 各提出図書に契約に基づく内容が適正に記載、記録されているかの確認 
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1.7 検査員及び監督員 

 (1)検査員 

   一般検査 管財担当課長 

(2)監督員 

  試験検査、図書確認 高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ員 

 

1.8 支給品及び貸与品 

(1)支給品 

現地作業にあたって必要な水を無償支給する。但し、仮設事務所を設置する場合は、

受注者が仮設発電機を準備して電源を確保すること。 

必要に応じ、協議の上、原子力機構が必要と認めたものを支給する。 

(2)貸与品 

  ①作業にあたって必要な用地(仮設事務所含む) 

②設計図書類 

③協議の上、原子力機構が必要と認めたもの 

 

1.9 提出図書 

No. 図書名 部数 提出時期 

(1) 提出図書リスト*1 3部*2 契約後速やかに 

(2) 全体工程表 3部*2 契約後速やかに 

(3) 品質保証計画書 3部 契約後速やかに 

(4) 作業要領書 3部*2 作業開始前適宜 

(5) 作業報告書 3部 作業完了後 

(6) 試験検査要領書 3部*2 検査開始前適宜 

(7) 試験検査成績書 3部 検査後適宜 

(8) 完成図書*4 3部 検収前まで 

(9) 完成図書電子情報（DVD等媒体） 1部 検収前まで 

(10) 打合せ議事録 3部*2 打合せ後適宜 

(11) 委任先又は中小受託事業者等の承

認について*5 

1部 作業開始 2週間前まで 

*1 提出図書の具体的な名称及び提出時期については、本リストで明らかにすること。 

*2 確認対象図書（設計図書、作業要領書、検査要領書については内容に応じ適宜選定）。

初版時及び改訂で原子力機構の確認を要する時は 4部提出すること。原子力機構は、

確認図書を受領したときは、1 部は受領日を記載した確認印を押印して返却する。

発行後 2週間を期限として、審査を完了し、期限を越えて修正等を指示しないとき

は、確認したものとする。 
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*3 貸与する設計図書類は受注メーカーの責において技術的に検証し、設計変更があれ

ばその旨を原子力機構に連絡の上、同図書の見直し版を提出し確認を受けること。 

*4 (1)～(7)及び(10)を適宜アズビルト化しファイルに束ねたもの 

*5 機構指定様式。中小受託事業者等へ請負等がある場合に提出のこと。 

 

原子力機構大洗原子力工学研究所における作業に係る関連書類として以下の①から⑤の

書類の提出を求める、なお、必要に応じて他の書類の提出を求める場合がある。 

① 作業安全組織・責任者届（大洗原子力工学研究所指定様式） 

② 作業関係者名簿（大洗原子力工学研究所指定様式） 

③ 作業責任者認定証写し 

④ リスクアセスメントシート（大洗原子力工学研究所指定様式） 

⑤ 一般安全チェックリスト（大洗原子力工学研究所指定様式） 

 

1.10 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じ

た場合には、原子力機構と受注者の協議により決定し、受注者の作成する議事録にて双

方で確認した後、作業するものとする。議事録で確認した事項は、本契約仕様書に準じ

た効力を持つものとする。 

  

1.11 機密の保持 

受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目

的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 

 

1.12 環境管理の遵守 

(1)受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に努め

ること。 

(2)受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、

自動車排気ガスの低減に努めること。 

 

1.13 グリーン購入法の推進 

(1)本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を

満たした物品を採用することとする。 

(2)本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法に該当するた

め、当該基準を満たしたものであること。 

 

1.14 適用法規・基準 
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本契約において第 1.3 項に定める契約範囲の実施にあたっては、該当する設備に対

して下記の法規および規格等を参酌すること。 

(1)消防法 

(2)労働安全衛生法 

(3)ボイラー構造規格 

(4)圧力容器構造規格 

(5)ボイラーおよび圧力容器安全規則 

(6)液化石油ガス保安規則（例示基準含む） 

(7)鋼構造設計規準 

(8)高圧ガス保安法 

(9)高圧ガス設備等耐震設計基準 

(10)日本産業規格（JIS） 

(11)電気設備技術基準 

(12)日本電機工業会標準規格（JEM） 

(13)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) 

(14)電気用品安全法 

(15)電気用品の技術上の基準を定める省令 

(16)日本電線工業会規格(JCS) 

(17)建築基準法 

(18)原子力機構大洗原子力工学研究所の定める安全関係の規定類（主なものは以下の

通り） 

① リスクアセスメント管理運営規則実施要領 

② 作業責任者認定制度運用要領 

③ 非定常作業の安全管理要領 

④ 作業の安全管理要領 

⑤ 安全管理仕様書 

(19)その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等 

   

1.15 作業員の資格 

(1)本仕様書に係る作業者は、その業務を行うのに必要な資格または知見を有している

こと。 

(2)現地作業を実施する場合は、大洗原子力工学研究所が定める「作業責任者認定制度

運用要領」により、現場責任者の認定を取得すること。また、法令上、作業者に資格

が必要な作業は有資格者に行わせること。 

(3)現地作業を実施する場合は、法令以外にも大洗原子力工学研究所の規則を遵守また

は準じて行うこと。 
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上記の(1)及び(2)の資格、資質については、当該作業が開始する前にそれを証明する

資料を書面等で原子力機構に提出すること。 

 

1.16 記録の管理 

本件の作業において発生する記録等の書類は、受注者が作成、管理し、原子力機構の求

めに応じ速やかに提出すること。記録に修正が生じた場合には、修正履歴が分かる形とす

る。また、全面的に修正する必要がある場合は、原子力機構の確認を得た後に作成し、旧

記録は誤用防止のため、廃棄処分する。 

 

1.17 品質確保 

(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、

その確認を得ること。 

(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子

力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 

(3) 受注者が外部から調達する機器類がある場合、または、作業の一部を外注する場合は、

受注者の品質保証計画書に従い品質管理を徹底させる。また、外注先の品質保証体制

が不十分であると受注者が判断した場合は、受注者の品質保証のプロセスを外注先に

適用させる等して、品質確保に努めること。 

 

1.18 不適合に関する事項 

本契約に係る不適合が発生した場合には、すみやかに原子力機構に報告するとともに

是正措置の協議を行い、原子力機構の了解を得たのちに是正措置を実施するものとする。

必要に応じて、その再発防止策を作成し、報告すること。また、不適合等の問題が発生し

た場合において、受注者の品質保証に起因すると判断されたなら受注者に対して監査を

実施することがある。 

 

1.19 特記事項 

(1) 原子力機構より貸与される設計図書及び仕様書について施工前に十分確認、検討を

行うこと。その結果見直し、修正等がある場合には原子力機構の確認を得た後当該図

書を修正し提出すること。原子力機構が貸与した設計図書及び仕様書に基づき製作

された機器及び設備等はすべて受注者が責任を負うものとする。 

(2) 受注者は異常事態が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。ま

た、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因

分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認

を受けること。  
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第２章 技術仕様 

 

2.1 実施概要 

原子力機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グ

ループの所掌施設である AtheNaでは、今後計画される高速炉実証炉開発向けの冷却系

機器開発試験の準備作業を実施している。本件においては、冷却系機器開発試験で使用

するナトリウム加熱器の燃料供給系設備の法令に基づく定期自主検査及び付帯設備の

整備等を実施するものである。 

 

2.2 実施項目及び実施内容 

(1) 燃料供給系設備の定期自主検査 

ナトリウム加熱器本体の燃料供給系設備は、高圧ガス保安法の液化石油ガス保安規

則（以下、液石則という）の特定高圧ガス消費設備に該当するものであり、液石則に示

す検査項目及び検査方法に基づき、下記に示す設備等の点検整備を実施すること。 

① 点検対象設備 

(a) ナトリウム加熱器本体 

・型 式 ：多管貫流型 

・製 造 者 ：日揮㈱ 

・設計温度 ：590℃ 

・主要材質 ：SS400（外壁パネル） 

・主要寸法 ：W11,800mm×D6,500mm×H13,500mm（外壁パネル）1基あたり 

・数量  ：2基（A号機/B号機） 

(b) 空操式ボール弁 計 76台 

 型 式  ：OM2型 2方ボール弁 

 製 造 者  ：タイコフローコントロール㈱ 

 常用圧力  ：0.07MPa～0.3MPa（設計圧力：0.5MPa） 

 弁サイズ  ：15A（38台）、50A（36台）、100A（2台） 

 付属品(駆動部) ：AWN13S(100A)、AK07S(15A)、AK12S(36A) 

(c) 流量調節弁  計 6台 

 型 式  ：グローブ弁 

 製 造 者  ：㈱本山製作所 

 常用圧力  ：0.3MPa（設計圧力：0.5MPa） 

 弁サイズ  ：2B(2台)、1-1/2B(4台) 

 付属品(ポジショナ) ：EA91A(入力：4～20mADC、供給圧：280kPaG) 

(d) 圧力調節弁  計 2台 

 型 式  ：グローブ弁 
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 製 造 者  ：㈱本山製作所 

 常用圧力  ：0.3MPa（設計圧力：0.5MPa） 

 弁サイズ  ：3/4B 

 付属品(ポジショナ) ：EA91A(入力：4～20mADC、供給圧：280kPaG) 

(e) ブルドン管圧力計 計 42台 

 型 式  ：AL.F.2.4G.RX 

 製 造 者  ：ネステック㈱ 

 レ ン ジ  ：0～0.4 MPaG(40台)、0～0.6 MPaG(2台) 

(f) 圧力伝送器  計 8台 

 型 式  ：EJX430J-DAS2G-310DD/M11/T01(4台) 

 EJX430J-DHS2G-310DD/M11/T11(2台) 

EJX110J-DMS2G-310DD/M11/T12(2台) 

 製 造 者  ：横河電機㈱ 

 レ ン ジ  ：0～0.15 MPaG(2台)、0～0.4 MPaG(2台) 

0～0.6 MPaG(2台)、0～10 kPaG(2台) 

(g) 可燃性ガス検知器 計 8台 

 型 式  ：GP-571A(指示警報ユニット) 

   GD-A8-16(ガス検知部) 

 製 造 者  ：理研計器㈱ 

 検知原理  ：接触燃焼式 

 検知方式  ：拡散式 

(h) 温度計（測温抵抗体） 計 2台 

  型 式  ：R400U/TW20A 

  製 造 者  ：㈱岡崎製作所 

  公称抵抗値  ：Pt100Ω（0℃） 

(i) その他の設備 

 配管類（ヒートトレース含む） ：一式 

 動力制御盤等各種盤類  ：一式 

 弁類（手動弁）   ：一式 

② 点検整備内容 

(a) 外観点検 

当該設備における周囲の状況、標識類（流体種類、流れ方向、弁開閉）、機器、

配管弁類、計器類を外観目視にて点検し、異常等がないことを確認すること。 

(b) 制御盤等各種盤類の点検 

盤内の電気･計装ケーブル端子の増締め確認を行うとともに、ケーブルの断線

や被覆の亀裂などが発生していないか確認すること。また、動力機器等における
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絶縁抵抗を測定し、各電路において基準値以上であることを確認すること。 

(c) 可燃性ガス検知器点検 

検知器は基準となる標準ガスを用いて、検知範囲に対する校正を実施すること。 

(d) 温度計点検 

温度計は基準となる温度測定機器（校正記録があるもの）を用いて、温度範囲

に対する校正を実施すること（誤差が最小目盛りの±1/2であること）。また、温

度計の実作動により警報が吹鳴することを確認すること。 

(e) 不同沈下測定検査 

ナトリウム加熱器本体基礎における不同沈下測定検査を実施するとともに、検

査の実施状況を示す記録写真を提出すること。なお、検査に用いた計器類は、校

正記録が確認できる書類（校正成績書、JCSS校正証明書、トレーサビリティ体系

図）を提出すること。添付図にナトリウム加熱器本体基礎の測定基準点配置図を

示す。 

(f) その他 

点検整備に伴う消耗部品及び機器部品等の交換を行うこと。なお、交換した部

品は、作業報告書に仕様等を記載すること。 

(2) ナトリウム加熱器付帯設備の整備 

(a) 緊急停止ボタン等の計装ケーブルの盛替え 

緊急停止ボタン等の計装ケーブルにおいて、既設ケーブルトレイなどを利用し

て、配線しているが、将来計画される機器等据付時に干渉しないように盛替え等

を行うこと。計装ケーブルの配線については別途指示とする。作業に必要な高所

作業車等を準備すること。 

(b) ナトリウム漏えい検知器の碍子交換 

ナトリウム加熱器本体内のナトリウム漏えい検出器用碍子等を交換すること。

その作業に必要な照明器具やスポット溶接機等を準備すること。 

(c) 排ガス分析装置の点検等 

排ガス分析装置の点検を実施するとともに、以下に示す構成ガスボンベ（3.4L

ボンベ）を交換すること。 

・窒素ガスボンベ：2本(ゼロガス検査品) 精度 N2-S(99.9999%) 

・一酸化窒素ガスボンベ：2本(2級) N2ベース(240～270ppm) 

・二酸化硫黄ガスボンベ：2本(2級) N2ベース(240～270ppm) 

・一酸化炭素ガスボンベ：2本(2級) N2ベース(800～900ppm) 

・酸素ガスボンベ：2本(2級) N2ベース(16.8～18.9％) 

 

2.3 試験検査 

第 2.2項の実施内容に関して、以下の試験検査を実施するとともに、試験検査の実
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施状況を示す記録写真を提出すること。なお、試験検査を実施するにあたり、事前に

試験検査要領書で検査項目及び判定基準を明確に記載したものを提出すること。 

なお、試験検査(点検整備を含む)に用いた計器類は、校正記録が確認できる書類(校

正成績書、JCSS 校正証明書、トレーサビリティ体系図)を提出すること。 

(1) 外観検査（液石則第 53条関係、特定高圧ガス消費施設に基づく検査） 

当該設備における周囲の状況、標識類（流体種類、流れ方向、弁開閉）、機器、配

管弁類、計器類を外観目視にて有害な損傷、歪み、腐食等がないことを確認する。 

(2) 気密検査（液石則第 53条第 1項第 6号に基づく検査） 

不活性ガスを用いて常用圧力以上の圧力を加圧して 10分以上保持し、発泡剤等を

用いて機器、配管継手部及び弁類から漏えいがないことを確認する。 

(3) 肉厚測定検査（液石則第 53条第 1項第 7号に基づく検査） 

超音波厚さ計等を用いて保温板金内の配管肉厚を定点測定し、減肉がないことを

確認する。なお、測定後は保温板金を復旧すること。 

(4) 圧力計検査（液石則第 53条第 1項第 11号に基づく検査） 

圧力計は基準となる圧力測定機器（校正記録があるもの）を用いて、圧力範囲に

対する校正を行い、誤差が最小目盛りの±1/2であることを確認する。また、圧力計

の実作動により警報が吹鳴することを確認する。 

(5) 弁類作動等検査 

弁類について作動試験を行い、円滑に作動することを確認する。また、緊急作動

弁（863-AV101A/B：2台）は 10秒以内に「閉」動作が完了することを確認する。 

(6) 接地抵抗検査（液石則第 53条第 1項第 12号に基づく検査） 

当該設備の機器や配管等における接地線の接続状態（断線や接続部の緩み）を確

認した上で接地抵抗を測定し、10Ω以下（A 種及び C 種の場合）又は 100Ω以下（D

種の場合）であることを確認する。 

(7) ガス漏えい検知作動検査（液石則第 53条第 1項 5号に基づく検査） 

可燃性ガス検知器に標準ガスを用いて警報作動検査を行い、正常に作動すること

を確認する。なお、警報発信に至るまでの遅れは、警報設定値の 1.6 倍の濃度にお

いて 30秒以内であること。 

(8) 不同沈下測定検査（液石則第 53 条第 1 項第 15 号に基づく検査） 

不同沈下の状況について、トランシット等を用いて測定基準点とナトリウム加熱

器基礎の測定点の沈下率が 0.5%以下であることを確認する。 

  

以上 
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添付図 ナトリウム加熱器基礎の測定基準点配置図 


